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新
潟
県
流

域
下

水
道
事
業

財
務

規
則
の
一

部
を

改
正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

令
和
３
年

３
月

1
6
日

 

新
潟
県
知

事
 

 
花
 

角
 

 
英

 
世

 

新
潟
県
規

則
第

９
号

 

新
潟
県
流

域
下

水
道
事
業

財
務

規
則
の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

 

 
新

潟
県

流
域

下
水
道
事

業
財

務
規
則
（

令
和

２
年
新
潟

県
規

則
第

3
4
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の
表
の

改
正

後
の
欄
中

条
の

表
示
に
下

線
が

引
か
れ

た
条

（
以

下
「

追
加

条
」

と
い

う
｡
)
を

加
え

る
。

 

次
の
表
の

改
正

前
の
欄
中

下
線

が
引
か
れ

た
部

分
（

以
下
「

改
正

部
分

」
と

い
う

｡
)
に

対
応

す
る

同
表

の
改

正
後

の
欄

中
下

線
が
引
か
れ

た
部

分
（
条

の
表
示

及
び

追
加

条
を

除
く
。
以
下
「

改
正
後

部
分
」
と

い
う
｡
)
が
存
在
す

る
場
合
に
は

当
該

改
正
部
分

を
当

該
改

正
後

部
分

に
改

め
、
改

正
部

分
に

対
応

す
る

改
正

後
部

分
が
存
在
し

な
い

場
合
に
は

当
該

改
正

部
分

を
削

り
、
改
正

後
部

分
に
対
応

す
る
改
正

部
分

が
存
在
し

な
い

場
合
に
は

当
該

改
正
後

部
分

を
加

え
る

。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

目
次

 

 
第
１
章

～
第

1
1
章
 

（
略
）

 

 
第
1
2
章

 
雑

則
（
第
1
4
4
条

の
２
－
第
1
4
8
条
）

 

 
附

則
 

  
（
集
中

管
理

等
に
係
る

事
務

の
特
例
）

 

第
1
1
条

 
第
９

条
第
１
項

及
び

第
２
項
並

び
に

前
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る
事
務

は
、

当
該
各
号

に
定

め
る
者
に

処
理

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
別

に
定
め

る
電
子
計

算
組

織
に
よ
り

処
理

す
る

給
与

支
払

事
務

の
対

象
と

な
る

給
料

、

手
当
等
及

び
法

定
福
利
費

の
支

出
等
に
関

す
る

事
務

 
総

務
事

務
セ

ン
タ

ー
長

 

(
2
)
 
別

に
定
め

る
電
子
計

算
組

織
に
よ
り

処
理

す
る

総
務

に
関

す
る

事
務

の
対

象
と

な
る

報

酬
、
給
料

、
手

当
等
、
法

定
福

利
費
及
び

旅
費

の
支

出
等

に
関

す
る

事
務

 
下

水
道

課
課

長
補
佐

 

２
 
（
略

）
 

 

 
（
帳
簿

の
記

載
事
項
の

訂
正

）
 

第
3
1
条

 
帳
簿

の
記
載
事

項
を

訂
正
す
る

と
き

は
、

そ
の

訂
正

を
要

す
る

部
分

に
２

線
を

引
い

て
抹
消
し

、
そ

の
上
部
に

正
書

し
た
上
で

作
成

者
が

訂
正

の
箇

所
に

署
名

し
、

又
は

押
印

し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

 

 
（
請
求

書
の

徴
取
）

 

目
次

 

 
第

１
章

～
第

1
1
章

 
（

略
）

 

 
第

1
2
章

 
雑

則
（

第
1
4
5
条

－
第
1
4
8
条

）
 

 
附

則
 

  
（

集
中

管
理

等
に

係
る

事
務

の
特
例
）

 

第
1
1
条

 
第

９
条

第
１

項
及
び

第
２
項
並

び
に

前
条
の
規

定
に

か
か
わ
ら

ず
、

次
の
各
号

に
掲

げ
る

事
務

は
、

当
該

各
号

に
定

め
る
者
に

処
理

さ
せ
る
も

の
と

す
る
。

 

(
1
)
 
別

に
定

め
る

電
子

計
算
組

織
に
よ
り

処
理

す
る
給
与

支
払

事
務
の
対

象
と

な
る
給
料

、

手
当

及
び

法
定

福
利
費
の

支
出

等
に
関
す

る
事

務
 
総
務

事
務

セ
ン
タ
ー

長
 

(
2
)
 
別

に
定

め
る

電
子
計

算
組

織
に
よ
り

処
理

す
る
総
務

に
関

す
る
事
務

の
対

象
と
な
る

報

酬
、

給
料

、
手

当
、

法
定

福
利

費
及
び
旅

費
の

支
出
等
に

関
す

る
事
務
 

下
水

道
課
長

 

 

２
 
（

略
）

 

 

 
（

帳
簿

の
記

載
事

項
の

訂
正

）
 

第
3
1
条

 
帳

簿
の

記
載

事
項
を

訂
正
す
る

と
き

は
、
そ
の

訂
正

を
要
す
る

部
分

に
２
線
を

引
い

て
抹

消
し

、
そ

の
上

部
に

正
書

し
作
成
者

の
私

印
を
訂
正

の
箇

所
に
押
さ

な
け

れ
ば
な
ら

な

い
。

 

 

 
（

請
求

書
の

徴
取

）
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第
5
8
条

 
（

略
）
 

２
 
（
略

）
 

３
 
第
１

項
の

規
定
に
か

か
わ

ら
ず
、
支

出
命

令
者
は

、
次

に
掲

げ
る

経
費

に
つ

い
て

は
、

請

求
書
に
よ

ら
な

い
で
支
出

命
令

を
発
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
 
報
酬

、
給

料
、
手
当

等
、

退
職
給
付

費
及

び
通

勤
に

係
る

費
用

弁
償

 

(
2
)
～
(
8
)
 

（
略
）

 

４
 
（
略

）
 

 

 
 
 
第

1
2
章

 
雑
則

 

  
（
証
拠

書
類

の
保
存
期

間
）

 

第
1
4
4
条

の
２

 
証
拠
書

類
の

保
存
期
間

は
、

事
業
年

度
終

了
後

８
年

と
す

る
。

 

 

別
表
第
２

（
第

９
条
関
係

）
 

(
1
)
 
（
略

）
 

(
2
)
 
支
出

負
担

行
為
専
決

・
委

任
区
分

 

 
 
 
 
 
専

決
・
委
任
区
分

 

 科
目
等

 

専
決

 
委

任
 

専
決

 

副
知
事

 
部
局

長
 
課

長
 

課
長

補
佐

 

事
務

所
長

 

次
長

 

(収
益
的

支
出
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

流
域
下

水
道
事

業
費
用

 

営
業
費

用
 

管
渠

費
 

 
 

 
 

 
 

（
略
）

 
 

 
（

略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

修
繕

費
 

 
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

路
面

復
旧

費
 

 
 

5
0
万

円

以
上

 

5
0
万

円

未
満

 

○
 

5
0
万

円

未
満

 

（
略
）

 
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

補
償

費
 

 
 

（
略

）
 

 
（

略
）
 

 

使
用

料
 

 
 

5
0
万

円

以
上

 

5
0
万

円

未
満

 

○
 

5
0
万

円

未
満

 

第
5
8
条

 
（

略
）

 

２
 
（

略
）

 

３
 
第

１
項

の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず
、
支

出
命

令
者
は
、

次
に

掲
げ
る
経

費
に

つ
い
て
は

、
請

求
書

に
よ

ら
な

い
で

支
出

命
令

を
発
す
る

こ
と

が
で
き
る

。
 

(
1
)
 
報

酬
、

給
料

、
手

当
、
退

職
給
付
費

及
び

通
勤
に
係

る
費

用
弁
償

 

(
2
)
～

(
8
)
 
（

略
）

 

４
 
（

略
）

 

 

 
 

 
第

1
2
章

 
雑

則
 

    

別
表

第
２

（
第

９
条

関
係

）
 

(
1
)
 
（

略
）

 

(
2
)
 
支

出
負

担
行

為
専

決
・
委

任
区
分

 

 
 

 
 

 
専

決
・
委
任
区
分

 

 科
目

等
 

専
決

 
委
任

 
専
決

 

副
知
事

 
部
局
長

 
課

長
 

課
長

補
佐

 

事
務

所
長

 

次
長

 

(収
益
的

支
出
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

流
域

下

水
道

事

業
費

用
 

営
業

費

用
 

管
渠
費

 
 

 
 

 
 

 

（
略
）

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

修
繕

費
 

 
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

   

 
 

 
 

 
 

（
略
）

 
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

補
償

費
 

 
 

（
略
）
 

 
（
略
）
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（
略
）

 
 

 
（

略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

委
託

料
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 
（

略
）
 

 

（
略
）

 
（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 
（

略
）
 

 

保
険

料
 

 

 
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

研
修

費
 

 
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）

 
 

 
（

略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

  

 
 

 
 

 
 

（
略
）

 
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

  

 
 

 
 

 
 

負
担

金
 

 
 

（
略

）
 

 
（

略
）
 

 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）

 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

(
3
)
・

(
4
)
 

（
略
）

 

 
注

 
１

 
（

略
）

 

 
 

 

 
 
２

 
（
略

）
 

 
 
３

 
（
略

）
 

 別
表
第
３

（
第

1
0
条
関
係

）
 

(
1
)
 
（

略
）

 

(
2
)
 
支
出

負
担

行
為

 

 
科
 

 
目

 
 

等
 

 
都

市
局

長
に

専
決

さ
せ

る
額

 

（
収
益
的

支
出

）
 

 
 

 

（
略
）

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

委
託

費
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
（
略
）
 

 

（
略
）

 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
（
略
）
 

 

損
害

保
険

料
 

 
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

養
成

費
 

 
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

調
査

費
 

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

○
 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

会
議

費
 

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

○
 

5
0
万
円

未
満

 

分
担

金
 

 
 

（
略
）
 

 
（
略
）
 

 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
（

略
）

 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

(
3
)
・

(
4
)
 
（

略
）

 

 
注

 
１

 
（

略
）

 

 
 
２

 
課

長
補

佐
を
２

人
置

く
場
合
は

、
事

務
職
員
の

課
長

補
佐
に
限

り
専

決
さ
せ
る

。
 

 
 

３
 

（
略

）
 

 
 

４
 

（
略

）
 

 別
表

第
３

（
第

1
0
条

関
係

）
 

(
1
)
 
（

略
）

 

(
2
)
 
支

出
負

担
行

為
 

 
科
 
 
目

 
 

等
 

 
都
市
局
長

に
専

決

さ
せ
る
額

 

（
収

益
的

支
出

）
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流
域

下
水

道
事

業
費

用
 

    

（
略
）

 

営
業

費
用
 

   （
略
）

 

管
渠

費
 

（
略

）
 

委
託

料
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 （
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 
 

別
表
第
４

（
第

2
7
条
関
係

）
 

 
（
略
）

 

費
 
 
 

 
 

用
 

款
 

項
 

目
 

節
 

流
域
下
水

道
事

業
費
用

 

  営
業

費
用

 

     

（
略
）

 

   管
渠

費
 

   

（
略

）
 

（
略

）
 

    （
略

）
 

手
当

等
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 
 

流
域

下
水

道
事

業
費

用
 

    

（
略

）
 

営
業

費
用
 

   （
略
）

 

管
渠

費
 

（
略
）

 

委
託
費

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 （
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 
 

別
表

第
４

（
第

2
7
条

関
係

）
 

 
（

略
）

 

費
 
 
 

 
 

用
 

款
 

項
 

目
 

節
 

流
域

下
水

道
事

業
費

用
 

  営
業

費
用

 

     

（
略
）

 

   管
渠

費
 

   

（
略
）

 

（
略
）

 

    （
略
）

 

手
当

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 
 

附
 
則

 

 
こ
の
規

則
は

、
令
和
３

年
４

月
１
日
か

ら
施

行
す
る
。
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